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富山県税事務取扱規程の一部を改正する訓令を次のように定め、公表する。

令和 3年 3月31日

富山県知事新 田 八 朗

富山県訓令第18号

経営管理部

出納局

総合県税事務所

富山県税事務取扱規程の一部を改正する訓令

富山県税事務取扱規程（昭和27年富山県訓令第25号）の一部を次のように改正す

る。

第 6条第 2項の表(4)の項中「又は第 3号様式の 3の 3」を「、第 3号様式の 3の

3、第 3号様式の 3の4又は第 3号様式の 3の5」に改める。

第 3号様式の 2を第 3号様式の 2(1)とし、同様式の次に次の 1様式を加える。
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第 3号様式の 2(2)（第6条関係）

所 次長 課長 班長 合議 主務 月

月

月

年

年

年

日起案

日決裁

日施行

所在地
法人名
代表者氏名

管理番号

資
本
金
等
の
金
額

前
期
末
現
在
の

本金の額又は出資金の額

本金の額及び資本準備金

額の合算額

末資本金等の額

法人県民税・法人事業税•特別法人事業税の中間みなし決定決議書

次のとおり 年 月 日から
年 月 日まで

の事業年度に対する中間みなし税額を決定

し、上記へ通知してよいか伺います。

このみなし決定に

より徴収する税額

申告書提出期限 年 月 日
額一

申告延期承認年月日 年 月 日

徴収金額の内訳

法人事業税 法人県民税

兆，' 十憶' 百万9' 千1 円 兆； 十憶； 百万；， 千； 円

（⑱の金額） ⑥ ＇ 前事業年度 の 税 額 '''  ＇ 前事業年度又は前連結
， 

＇ ' ''  ＇ 』
＇ ' ,,  

＇ 事業年度の法人税割額 O) ＇ ＇ 
＇ ＇ 
＇ ＇ 

法第72条の 2第 1項第 1号に掲げる 事 業
（⑰の金額）

＇ ＇ 
， 

兆，9 ＋憶, 百万' 千’ 円みなし申告法人税割額 ＇ 
＇ ＇ 所 得 割 額 （⑲ X 6／前事業年度の月数） ⑦） ＇ ＇ ， ， 

＇ ＇ 

［①x的``［
， ， 

＇ 
＇ ， 

＇ ＇ ＇ 付 加価値割 額 （ ⑳X 6／前事業年度の月数） R ＇ 前連結事業年
＇ ＇ ， 

の月数 ＇ ＇ 
＇ 

／ 
資 本 割 額 （⑭X 6／前事業年度の月数） ⑨ ＇ 

算定期間中におい

て事務所等を有し ③ 月

法第72条の 2第 1項第 2号に掲げる事業 均 ていた月数

等
兆，' ＋憶' 百万9' 千 円害l 兆」I ＋憶JI 百l.I I 千，円

＇ 収 入 割 額 （⑲X6／前事業年度の月数） ⑩ 
＇ 額 ' '  ＇ ' '  ， 
＇ 円X....Qと④ ''  ＇ ''  ＇ 12 ''  ， 

法第72条の 2第 1項第3号に掲げる事業 ＇ ， 
＇ 

， 
＇ ＇ 

兆＇' 十憶』' 百万9' 千，＇ 円 ＇ ＇ 
額 （⑭X6／前専業年度の月数） ⑪ ＇ ＇ 所 得 割 ’’’  ＇ ＇ ＇ '''  ＇ この申告により納付 ＇ 

， 
'''  ＇ 

， 

＇ 
， 

＇ ＇ 
すべき県民税額 ⑤ ， 

＇ 
＇ 

， 
＇ ＇ ②十④ ＇ 

， 
＇ 付 加価値割額（足飯 6／前事業年度の月数） ⑫ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ， ， ， 

＇ ＇ ＇ ， 
＇ ＇ ＇ 

＇ 
， 

， 

額 （⑮X 6／前事業年度の月数） ⑬ 
， ， 

＇ 年月 日から
資 本 割

＇ 
， この申告の期間

年月 日まで
＇ 

， ， 

＇ 
， 

， ， 
前事業年度又は前連結事業 年月日から

収 割 額 （⑭X6／前事業年度の月数） ⑭ 
， 

＇ ＇ 入
＇ ＇ 年度の期間 年月 日まで＇ ＇ 

＇ ＇ ＇ ＇ 
＇ 

＇ 前事業年度の特別法人事業税額R
， 

＇ 
＇ ＇ 

＇ 

特 別法人事 業税 ＇ ， 
＇ 特別法人事業税額

⑯ ＇ ＇ （⑮X 6／前事業年度の月数） ， 
＇ 

＇ ＇ 
， 

＇ ＇ 
＇ ＇ ＇ 

みなし申告税 額 ＇ ＇ ＇ ， 
⑰ ＇ ＇ 

， 

＇ ＇ ＇ ＇ ⑦十⑧十⑨十⑩十⑪十⑫十⑬十⑭十⑯ ＇ ＇ ＇ 
＇ ＇ ＇ 
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前事業年度の法人事業税額•特別法人事業税額の明細 前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額の明細

摘 要 課税標準 税率 税 額 （リース特別控除取戻税額等又
兆： ＋憶： 百万： 千： 円

I I I I 

は個別帰属リース特別控除取戻 I I I I 

法 第72条の 2第 1項第 1号に掲げる事 業
I I I I 

税額痢法人税法の規定により R I I I I 

I I I I 

所 兆，十憶，百万9 和 円// ------- 計算した法人税額又は法人税法 1 9 9 9 

所 得金額総額⑳ ： ： ： ： 
1 9 9 ,  

の規定により計算した連結法人 ’ ’ ’ ’  
• 9 1 9 

得 I I I I I I II 兆-I, 十憶-，I 百万，• 千-II 円 税額に係る個別帰属額 '''  
割 所得金額R,I 1 I 1 I I 1 ,I 'I ’I ’ I 法 人税割額⑲ ' ， ： ． ， ＇ 

i付加価値額総額⑳ ’ 

｀ ’ 

＇ ／ ------- 道府県民税の特定寄附 ⑳ ＇ 
， 

＇ ＇ 
＇ ＇ ’ ＇ { ； ； ； 

付加価値額R ＇ ’ ’ 
， 兆II 十憶1I 百万9I 千，円 金税額控除額

' ＇ ＇ ＇ 
＇ 

， 
’ ' 

， 
外国関係会社等に係る控 ＇ ＇ ' ' 

' ' ’ 
， 

／ ------- ’’ ＇ ＇ ＇ 資 資本金等の額総額＠ ＇ ’ 
， 

除又は個別控除対象所得 ＠ ’ 
， ， 

＇ 
＇ ＇ ’ 

， ＇ ＇ ＇ 
， 

本
紺' 十寓' 百万；' 税額等相当額の控除額 ＇ ＇ ＇ 

， 

割 資本金等の額⑬ ' ’ ＇ 
千；円 ＇ 

， 
’ ＇ 

＇ ' ’ 
， ， 

＇ 
， 

＇ 
， 

＇ ＇ ’ ’ ' ''  外国の法人税等の額の ⑫ ' ＇ ＇ 
， 

法第72条の 2第 1項第2号に掲げる事 業 ＇ 
， 

＇ ＇ 控除額
＇ 

., ., ， 
’ ＇ ＇ ＇ 

収収入金額総額⑭叫＋憶：百万： 千：円I/----- 仮装経理に基づく法人 ⑳ ' 
， 

＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ 入 税割額の控除額
， 

， 
割収入金額⑮ ： ： ： 9 ： 1 兆9I9 十憶II9 百万9I9 千II, 円 ＇ ＇ 

租法税人税条約割額の実の施控除に係額る ⑳ ＇ ＇ ＇ ＇ 
＇ ＇ ’’ ＇ 

法第72条の2第 1項第3号に掲げる事 業 ' ＇ ’’ 
， 

＇ 
， ， 

＇ 

所 兆，十憶，百万，千，円／ -////  
納付すぺき法人税割額 ⑮ ＇ ＇ ' ＇ 

’’ ＇ ' ＇ 
所 得 金 額総額R : I : I : I : I 

⑲―⑳—⑪―⑫—⑳—⑳ 
＇ ＇ ＇ ＇ 

＇ 
＇ ＇ ＇ ＇ 

得 I I I I 兆1 十憶1 百万1 千I 円 釦うちリース鞘lj撥諏照 ＇ ＇ ＇ ＇ 
＇ ’ ' ＇ 

所 得金額⑰ I I I I 9 I I 1 I I 1 I I 1 I I 1 I I 1I I , I 
額等又は個別帰属リース特別控R ＇ ＇ ’ ＇ ， 

＇ ＇ 除取戻税額等に係る法人税割額 ， 
＇ ’ ＇ 割 1 9 1 9 9 9 1 ,  

＇ ＇ ＇ ＇ 

：付加価値額総額⑱ ’ ＇ ＇ ＇ ／ -----差引法人税割額
⑰ ' 

， 
＇ ’’ ＇ ， 

’ ＇ ＇ ＇ l,R¥ crib ＇ ＇ 
鑽i ＇ ＇ ＇ 

： 付加価値額⑲ ＇ 
， 

＇ 
兆， 十憶， 百万， 和円

＇ ＇ ＇ '''  ， 
＇ ＇ ＇ ' ''  ＇ 

資 資 本金等の額総額＠ ， 
＇ ＇ ＇ ／ -------’ ＇ ＇ ＇ 本 ， 
＇ ＇ ＇ 兆1I 十憶II 百万II 千I＇ 円割 資本金等の額＠ ＇ ＇ ＇ 

， 
， 

＇ ’’ '''  ＇ 

収 収入金額 総 額 ⑫
， 

＇ ＇ ＇ ／ -------＇ ＇ ＇ ’ 

入 ＇ ＇ ＇ ’ 

割 収 入 金額⑬ ＇ ’ ' ' 
兆， ＋憶， 百万， 千， 円

＇ ’ ＇ ＇ 
I I I I 

＇ 
， 

’ 
， 

’ ＇ ＇ ＇ 合計事業税額 ⑳十⑪十⑬十⑮十⑰十⑱十⑪十⑬⑭ ， ， 
＇ ＇ 

＇ 
， 

＇ 
＇ ’ ＇ ＇ 

＇ 
， 

' 
， 

事 業 税 の 特 定 寄附金税額控除額 ⑮ ： ： ： 
， 
＇ 

＇ ＇ ＇ ＇ 
＇ 

⑯ 
＇ ' ’ 

仮装経理に基づく事業税額の控除額 ＇ ＇ ’’ ' 
＇ ＇ ＇ ＇ ， 

＇ ＇ ’ 

＇ ＇ ' ＇ 
租税条約の実施に係る事業税額の控除額 ⑰ 

， 
＇ ＇ ＇ ， 
＇ ＇ ＇ ' 
， 

＇ ＇ 

＇ ＇ ＇ ＇ 
納付すべき事業税額⑭一⑮ー⑯一＠ ⑬ ＇ ＇ ＇ ＇ 

＇ ＇ ＇ ’ 

＇ ＇ ＇ 
＇ ＇ ＇ 

法第72条の 2第 1項第 1号 又 は 第2号に掲げる事業

所得割⑲
兆II 十憶II 百万II 千II 円 付加価値割咽》 兆＇I 十憶：百万： 千： 円

'''  ＇ I I I I 

⑱ 
資本割＠

， 
＇ ＇ 

， 
収入割＠i： 

， 
' ＇ 

の ＇ ＇ ' 
， ， 

＇ ＇ 
＇ ＇ ’ ＇ ＇ ＇ 

内
法第72条 の 2第 1項第3号に掲げる 事 業

訳

所得割⑬
兆1I 十憶II 百万9I 千： 円付加価値割⑭ 兆： ＋憶： 百万：

千I` 円
'''  '''  ＇ 

資本割⑮ ' ＇ 
， 

＇ 収 入 割 ＠ ＇ ＇ 
， 

＇ 
＇ ’ ＇ ＇ ＇ ＇ 

' ＇ 
， 

＇ ＇ ＇ ＇ 
摘 要 課 税 標 準 税率 税 額

法第72条の 2第 1項第 兆，十憶 百万 千• 円 兆：I ＋憶：I 百万：利円
1号に掲げる事業の所冠

， 
： ''  ＇ ＇ 得割に係る特別法人事

＇ ＇ 
， 

業税額 ＇ ＇ ＇ ＇ 
＇ ＇ 

， 
＇ ＇ 

法第72条の 2第 1項第 ， 
＇ ＇ 

， 
＇ 

2号に掲げる事業の収 ⑲ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ 入割に係る特別法人事 ＇ 
， 

＇ 
＇ ＇ ＇ ＇ 

1業税額 ＇ ＇ 
， 

法第72係条掲の 2第事 1 項第 ： ＇ 
， 

3割号に げる 法業の収事 ⑲ ＇ ＇ ＇ ＇ 
＇ ＇ 入 にる特別人 ＇ 

＇ ＇ 
業税額 ， ， 

＇ 
＇ 

＇ 
合計特別法人事業税額€う⑮う刊⑲） R ， 

＇ 
’ ＇ 

＇ ’ ＇ 
仮装経理に基づく特別法人事業税額の控除額 ＠ 

＇ ’ ’ 

＇ ＇ ' ＇ ’ ' 
＇ ’’ ＇ 

＠ 
＇ ＇ ’ 

租税条約の実施に係る特別法人事業税額の控除額 ＇ ＇ ＇ ' ＇ ＇ 
＇ ＇ 

， 
＇ ＇ 

納付すべき特別法人事業税額®》€炉€う ＠ ' ＇ ＇ I I I 

＇ 
， ， 

＇ ＇ 
， 
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「旧如成暉輝
8条沼胡成秒声⑱

⑩ 

事叫即

金
⑲ 

第 3号様式の 3中 を

ツダ蝉塩

る事郡証杉悌額
⑫ 

J
 

rー~
平成27年改正法附則第8条又は平成28年改正法 ＇ ＇ ⑱ ＇ ＇ 

， 

附則第5条の控除額 ＇ ＇ ＇ ， 

＇ 
， 

兆十｛舷百万： 千： 賢謳興平＜ ⑩ ＇ 
， ， 

事 i⑲ ＇ ' ''  ， ー '' ： ＇ 事''  ＇ 
， 

＇ 
， ， 

卿芍虹餡孔た⑪ ＇ 
， 

碑如鵡饂系 ⑫ ＇ 9― 

＇ 
， 

＇ 
， 

＇ ＇ ＇ ＇ 
， 

＇ 一＇ 
， 

＇ る屯距，細乃哩濡i ， 
， 

＇ ＇ ＇ 
， 

＇ 

に、

J
 

雪旦
Q 

期 Q

る法

マ
疇⑬

⑭ 

冒五
を

③
 

⑬ 

に、

⑰
 

⑱ 

月

徴収県民税額 ⑭十⑱ ⑲
 

虞言
計屁尉寸請虹］子害額が過大であ

算

兆十億百万：
' ' '  
' ' '  9 9 9 

' ' '  
' ' '  
' ' '  
' ' '  9 9 9 

' ' '  
' ' '  
'''  ' ' '  
:'’ ''  ' ' '  
' ' '  '''  9,  9 9, r ,  
'''  
' ' '  
' ' '  ' ' '  9 9,  

' ' '  ' ' '  
' ' '  
' ' '  9 9,  

' ' '  
'''  ' ' '  
' ' '  9 9 9 

' ' '  
' ' '  
' ' '  
' ' '  ＇：＇ ' ' '  
'''  ' ' '  
' ' '  

「II道府県民税の特定寄附金税⑤

額控除額

外国関係会社等に係る招徐対象

所眼額等相当額又は個別控除⑥）

対象税額等相当額の控除額

1繹叫繹環磁疇⑦

犀嘩理に基づく法人税割⑧

し (i

⑩ 

⑪ 

る法

こ ヵ蕩

差引徴収'-ハlノし口mx

象⑪ー⑫十⑬⑭

算定期間中において事務所

等を有していた月数三⑯⑮
⑫
 

⑰
 
⑱ 

徴収県民税額 ⑭十⑱ ⑲ 

⑳ 

⑳ _

_

_

 
1
 

R
,
'●

9

9

,

；,＇
’

'

*

9

9

9

9

●

9

9

9

9
會

9

9

9

9

9

9

9

9

9

百万：
'''  
' '  9 『:
'''  
'''  '''  
'''  9 9 9 

'''  '''  '''  '''  9 9 9 

'''  '''  '''  '''  9 9 9 9 

'''  '''  
'''  
'''  9 9 9 

' ''  
'''  '''  
'''  9 9 ,  

'''  '''  
'''  
'''  

>
門
隈gふふ滋 i l i i ば年1旧額⑬

に二1:＇`〗⑬） ⑳ J
 

」9

9

,

＇-＇：

ー

を

兆：＋億：百万： 千： 円
''''  
''''  9 9 9 ,  

''''  
''''  ''''  
''''  ''''  ''''  ''''  ''''  
''''  ロニ に改め、 同

J
 

J
 

様式を第 3号様式の 3(1)とし、 同様式の次に次の 1様式を加える。
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所長 次長 I 課長 墾 主務

所在地
法人名
代表者氏名 起案日

迭塾且
施行日

法人県民税・法人事業税•特別法人事業税の更正て決定・加昇短決疋V99=

年 月 日からの事業年度に対する課税標準及び税 額
年月日まで 加算金額

疇塁し、上記へ通知してよいか伺います。

なお、この通知により徴収する税額等の納期限は、
よいか併せて伺います。

日
一
日

次のとおり

年 月 日として

のこよ怯人事業税額 F 特別法人事業税額 F申告麟出期限 年月 日は本金金の額の額又は出 千F

墨l 去人事業税加算金額待別法人事業税加算金額申告書提 I確定 年月 日資本金の額及び資本
決 F F出年月日 1修正 年月日準備金の額の合算額 千F
定 法人県民税額 合計 臨皿采号 111B士資本金等の額
に F F1日土宙 戸』八ヽ 千F

徴収金額の内訳

法人事業税 法人県民税

摘 要 課税標準 税率 税 額 （使途秘匿金税額等） 兆十憶，＇ 百 万 千 円

兆i 十憶；百万 千i F V 法人税法の規定によって G) ： 

法第所所得組員総額⑱ ： ： : : ------ーー 計算した法人税額 ： ＇ 

年400万円⑲ ： ： ： ： 匹十懐百四 り 円課税標準額 ② ： 
1 以下の金額 ’ I I I I I I I 

年心万円 ' : : ,:, ' ' ':・ 課税標準となる法人税額 ’ ， 

を超え年 11D万 ⑳ ， ' ' ' ' ; ' 又はm口1J帰属法人税額 ③ ＇ 第号 円以下の碑 ， I J I I I I I四 n , 

年 800万円 ' I I I I 

得を超える金額 ⑳ ， ： ： ： 法人税割額（③ X /100) ④ ： 

' ' ' ' 紺十酒；千；'p 外国関係会社等 ＇ ＇ 

に '' ，'' ＇ ' ' I 税 螂道m府の県特上民定氏 ：呵ガ： ， に係る控除対象
計 ' ’’'II I 

⑲十⑳十⑪ ⑫ ， 9 1 1 1 9 1t '1 ’1 ’9 ’ ， 所額得又税は額個等別相控除当

72 fa_ I I I I ’ ， ’’ I I I I 額対象の税控額除等額相⑥当
”刃 I I I I I I I I ＇ ' '  

I I I I 

I ＇ I ’ I ' ＇I I 1 I , 外国の法人 I I I I 仮装経理に基づ
訂演税キ不適 ⑳ I I I I l l ，・ 税等の額の ： ： ： ： ＜法人税割額の

げ 用脚の鉛員 ・！ 3 ） : , 1 1 回 緬⑦ I I I I 如… ⑧ 割 ， I I I I I I I I I I 向呻

加付付絵加価値額額 ⑳ ： ' ： 9 ： 9 ：9 / ------— 差④引―R法人―税⑥割―⑦額―R  ⑨ 

条 る 価 ' ' ' ' 兆＇ 十憶＇ 百万＇ 千 円 既確税期定分割に斜の額し肘た法⑩人の当 紺唸,十-；,百万；'"千；’円 冬^`L妬＾づ伍
I I I I I I I 'f.li.'TX.,心かり~Ill!!

値付加価値額 ＠） ： : : : : : : : に係る法人税割

割 ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： 額⑬笠暉⑪

事 資 資 本 金等の額⑳ ' ’ ’ ’ ／ --一ー 差引徴収法人税割額 ⑫ 
本総 額 ： ： ： ： —---- I⑨―⑩—⑪ 

の 資本金等の額 ⑰ ' ' ' ' 兆，十憶，百万， 千， 円均算定期間中において事務 ⑬ ク I I 月
業割 ： ： ： ： ： ： ： ＇ 所等を有していた月数 //-

I I I I ／ ／ 兆十憶＇百万＇ 千＇ 円[i 収 収 入 金額総額⑳ ： ： ： ， ―――一ー 等 円 X /12⑭ : ： : ： 
入 '’’’ ------,I  I I 

金額欣ヽ ' ’ 兆： ＋憶：百万： 刊 円 既に納付の確定した当期 ⑮ ' ' ' ' 
割 収入 '@/ I I I : : : : ： 害l分の均等割額 ： ： ： ： 

2 第所所得叙 廊額⑳ ' : : : ／ -----— 額 差引徴収均等割額⑭―⑮ @) : : : : 
9ィ守日 ' I I I - - - - , 9 9 1 

3 割 所得金 額 R ' : : : ， 兆＇:十憶：，百万＇： f-: ＇ 円1敦収県民税額 ⑫十⑯ ⑰ ： ： ： ： 
I I I I I I I I 

付 付加価値額＠ ： ： ： ： ／ ――一ー 特別法人事業税
方ロ 加 1総 額 ， ' ' ' -------

価 ， ' ' ' 兆，十憶，百万，和円摘要課税標準 税 率 税額

第に値付加価値額⑬ ， ' ' : ， : ： : ： : ： : ： 巴月?＂..’.'』百；千；F 兆，十憶，百万， 千， 円
割 I'I  ’I  ’I’I  I I ,  |__,四--,:.万1：I ， ：  ： ： ： 

I ,I  、I• I I I I 

掲資資本金等の額 ' ' ' ' I ／ "' '' ' ' ' ' I I I I I I I 

総 額⑭ ’ ' ⑳に係る I I I I I I I 

げ 本 ’ ’ ’ 兆’十憶＇百万 I 千＇ 円金額⑮ ; 1i  1 ;9 りI りI 1 I 1 I 
1 I I I I I I I 

1 資本金等の額 ⑮ ： ＇ I I I : : : : 

る 害l , : ＇ ’ ⑰に係る： ： ： ： ： ： ： 

収 I I I I I /  --ー一 金 額 ⑯ ： ： ： ： ： ＇ ’ 

収入金額総額R ': ': ': ' : I/ —-—- ------ 税額 —一ー 税額

事入 ＇ ， I I 兆：＋憶：百万： 千： 円|⑭9ば十⑮＋晶魯「沿： ： 百i千i＇P仮装経理に基づ 兆： ＋憶：百万： 釘 円
収 入金額⑰ ： ： ： ： ： ： ： ： 万:, ＜糊lJ法人事業 ： ： ： ＇ 

項 業割 ： ： ： ： ： ： ： ＇ ： ： 税額吐等濶~ : : : I 
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＇ 
， 既に納付の 9 9 9 9 

租税条約の実
， ， ， 

合計事業税額（⑳又は⑳）十⑮十⑰
， I I I I ＇ 

＇ ＇ 
確定した当 9 9 9 1 

施に係る特別

十⑳十⑪十⑬十⑮十⑰ ⑱ ， 
＇ 

期分の特別 ， 

＇ 
， 

＇ 法人事業税 法人事業税額
， ， 

＇ 
， 

＇ 
I I I I ， 

＇ ＇ 
＇ ＇ 

額⑲ 9 9 9 9 の摺徐額 ⑲ ＇ 
， 

＇ 
， 

＇ ＇ 
9 1 9 I ＇ ＇ 

事 業 税 の 特 定 寄附金税額控除額 ⑲ ＇ ' ＇ 
， 

1⑰ 差引⑱徴収⑲特別⑲法人事業税額R ＇ ' 
＇ 

， 
＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ 

＇ ＇ ＇ 
， 

＇ 
， 

＇ 
仮装経理に基づく事業税額の控除額 ⑩ ＇ ＇ ＇ 歳出還付税額

仮装経理しこ基づく過大申告の更正及び租税条

＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ 
約の実施 1こ係る更正に伴う繰越控除

⑪ 
， 

＇ ＇ ＇ 
兆叶1面千，，p 兆I 十憶， 百万1 千9 円

既に納付の確定した当期分の事業税額 ＇ ＇ ＇ 法人事業税 法人事 ＠ I I I I ， ， 
R 

濶万：， 9 1 9 1 

： ＇ 1 1 9 9 業税 9 1 9 1 ， ， I I I I I I I I 

， I I I I ＇ ＇ ＇ ＇ 
租税条約の実施に係る事業税額の控除額 ⑫ 

， 
法人麿兌

I I I I 法人県 ⑲ ， 
＇ 

｀ 

I I I I ＇ ， 

｀ 
＇ 

I I I I 民税 ＇ ＇ ＇ 
， i 

＇ 
， 

＇ 
1 9 9 9 

＇ 
， 

＇ 
差引徴収事業税額 ⑱ー⑱一⑩一⑪ー⑫＠） ＇ 

， 
＇ ＇ ／ ／  ／／  特年別法人事 ＠ 

， 
＇ 

， 
＇ 

＇ ＇ ＇ ＇ 
， 

＇ 
＇ ＇ ＇ 

， ， ， 
＇ 

法人事業税•特別法人事業税に対する加算金額

摘要 基礎とする事業税額
基礎とする特別法

基礎とする税額合計 加算金額
うち事業税を基礎とする

人事業税額
率 加算金額

ア，＋イ ＝， ~ ウヽ エー（エ Xイ／ウ）

ア イ エ （幽登室↓笛＼

不足税額

／ //  兆叶'憶9'百万9' 千： 円 兆＇1十憶＇9百万＇1 千＇1 円

／ 1分 ''' 
1 9 1 ,  

過少申告超える額
I I I I 

''' ＇ 
9 9 r I 

加算金分
ヽ''

I I I I 

' ''  
ヽ 9 9 9 

I I I I 

JJヽ計
喝H慧百万： 刊 円 兆：H酎百万： 千： 円 '''  

， 

刀計 ’‘ 
兆， ＋憶＇ 百万， 千； 円

'''  
， 

＇ I I I I 9 9 , ． 
''' 

， '' ＇ ＇ 
1 1 9 9 

I I I I I I I I '' ＇ 
， '''  

不足税額

／ / 
''' '''  

， 

／ 分
'''  ， 
'''  ''' 

不申告 超分える額
''' ＇ '''  

， 
'''  

＇ ''  
加 算 金

'''  ''『 ＇ '' ＇ '''  ＇ ＇ '' ＇ 
小計 兆＇'十惚'百万＇' 千： P1 兆叶1憶19百万＇1 千＇9 円 ''' 

， 

I/ ＠ 
兆， 十憶', 百万， 千： 円9 9 9 ' ''  ＇ '''  ＇ '' ＇ ＇ '''  ＇ 

， 
'' ， ， 

＇ 
， 

9 9 ' ''  ＇ 
， 

'' ， 
＇ ＇ ＇ 

重加算金
'''  ＇ '' ヽ ＇ ''' ＇ 

9 9 

＇ ＇ ''' ＇ ⑭ ''' 
， 

＇ ＇ ＇ ''' ＇ '' ， 
＇ '''  ＇ '''  ＇ '' ＇ '' ＇ 
， '''  ＇ ''' ＇ ＇ ＇ ＇ 

戸 闊合計 ⑮ I I I ／ 
更正又は決定の理由 1
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第 3号様式の 3の2及び第3号様式の 3の3を次のように改める。



8 令和 3年 3月 31日

第3号様式の3の2 （第6条関係）

法人事業税課税免除決議書

所在地
法人名
代表者氏名

富山県報

所長 次長

号外(21)

課長 班長 合議 主務

起案日 年 月 日

決裁日 年 月 日

施行日 年 月 日

過疎地域等における県税の特別措置に関する条例の規定により、次のとおり過
疎地域内における課税免除を行ってよいか伺います。

事業年度
申告

区分

区 ノ刀‘ 課税標準（円） 設備に係る課税標準（円） I 税率（％） 税額（円）

地方税法第72条の 2第 1項第1号に掲げる事業

年 400万円以

下の金額

゜
I 課税免除税額

年 400万円超

I 所 年 800万円以

下の金額 ② | 課税免除税額
得 年 800万円超

の金額
金 ◎ I 課税免除税額

額
計

①十②十③

④ | 課税免除税額

怪滅税率不適用

法人の金額

⑯ I 課税免除税額

地方税法第72条の 2第 1項第2号に掲げる事業

収入金額

⑥ | 課税免除税額

地方税法第72条の 2第 1項第3号に掲げる事業

所得金額

⑦ | 課税免除税額

収入金額

⑧ | 課税免除税額

既に課税免除の確定した当期分の税額⑨

この通知により課税免除する税額



令和 3年 3月 31日

第 3号様式の 3の3 （第6条関係）

富山県報 号外⑫1) 9 

所長 1 次長 I 課長 1 班 合諮 I 主務

法人事業税不均一課税決議書

所在地
法人名
代表者氏名

過疎地域等における県税の特別措置に関する条例の規定により、次のとおり認

定産業振興促進計画に記載された計画区域内における不均一課税を行ってよいか

伺います。

起案日

決裁日

施行日

月

月

月
年
年
一

日一日一日

事業年度 区申告分

区 ノ刀‘ 課税標準（円） 施設又は設備に係る課税標準（円） i 税率(%) 税額（円）

地方税法第72条の 2第 1項第 1号に掲げる事業

年 400万円以

下の金額

① I 減額税額

年 400万円超

所 年 800万円以

下の金額 ◎ | 減額税額
得 年 800万円超

の金額
金 ③ I 減額税額

額
計

①十②十③

④ | 減額税額

怪減税率不適用

怯人の金額

⑤ I 減額税額

地方税法第72条の 2第 1項第2号に掲げる事業

収入金額

⑥ | 減額税額

地方税法第72条の 2第 1項第3号に掲げる事業

所得金額

⑦ | 減額税額

収入金額

⑧ I 減額税額

既に減額の確定した当期分の税額 ⑨ 

この通知により減額する税額



10 令和 3年 3月 31日 富山県報 号外(21)

第3号様式の 3の3の次に次の 2様式を加える。



令和 3年 3月 31日

第3号様式の3の4 （第6条関係）

法人事業税課税免除決議書

所在地
法人名
代表者氏名

富山県報

所長 次長

号外⑫1) 11 

課長 班長 合議 主務

起案日 年 月 日

決裁日 年 月 日

施行日 年 月 日

過疎地域等における県税の特別措置に関する条例の規定により、次のとおり地

方活力向上地域内における課税免除を行ってよいか伺います。

事業年度 申告I
区分

区 /刀¥. 課税標準（円） 減価償却資産に係る課税標準（円） I 税率（％） 税額（円）

地方税法第72条の 2第 1項第1号に掲げる事業

年 400万円以

下の金額

① I 課税免除額

年 400万円超

I 所 年 800万円以

下の金額 ⑨ | 課税免除額
得 年 800万円超

の金額
金 ③ I 課税免除額

額
計

①十②十③

④ I 課税免除額

怪減税率不適用

法人の金額

⑤ I 課税免除額

地方税法第72条の 2第1項第2号に掲げる事業

収入金額

⑥ | 課税免除額

地方税法第72条の 2第 1項第3号に掲げる事業

所得金額

⑦ | 課税免除額

収入金額

⑧ | 課税免除額

既に課税免除の確定した当期分の税額

⑨ 

この通知により課税免除する税額



12 令和 3年 3月 31日

第 3号様式の3の5 （第6条関係）

法人事業税不均一課税決議書

所在地
法人名
代表者氏名

富山県報

所長 次長

号外(21)

課長 班長 合議 主務

起案日 年 月 日

決裁日 年 月 日

施行日 年 月 日

過疎地域等における県税の特別措置に関する条例の規定により、次のとおり地

方活力向上地域内における不均一課税を行ってよいか伺います。

事業年度
申告

区分

区 ノ刀‘ 課税標準（円） 減価償却資産に係る課税標準（円） I 税率（％） 税額（円）

地方税法第72条の 2第 1項第1号に掲げる事業

年 400万円以

下の金額

① I 減額税額

年400万円超

I 所年800万円以

下の金額 ◎ | 減額税額
得伴800万円超

の金額
金 ③ I 減額税額

額
計

①十②十③

④ I 減額税額

軽減税率不適用

怯人の金額

⑤ I 減額税額

地方税法第72条の 2第1項第2号に掲げる事業

収入金額

⑥ I 減額税額

地方税法第72条の 2第1項第3号に掲げる事業

所得金額

⑦ | 減額税額

収入金額

⑧ I 減額税額

既に減額の確定した当期分の税額

⑨ 

この通知により減額する税額



令和 3年 3月 31日 富山県報 号外(2V 13 

第7号様式の15を次のように改める。



14 令和 3年 3月 31日 富山県報 号外⑳

第7号様式の15（第7条の 3、第9条の 2関係）

都道府県知事 殿

第
年 月

号
日

富山県総合県税事務所長目

法人の県民税・事業税に係る課税標準額等の照会書
次の法人に係る県民税・事業税の課税標準額等について、事務の処理上その処理

状況を承知したいので回答してください。
| 法人番号 I 

法 人 名

主たる事務所等の所在地

本県内の事務所等の所在地

資本金の額又は出資金の額 資本金等の額又は連結個別資本

法人の区分 法第72条の 適用法人 倹等の額

千円 千円

申告期限延長月数 事業税 箇月 県民税 箇月

富山県に申告された内容 貴都道府県における処理状況

業 年 度 又 i 年月 日から
本県あて通知済

第 方ロ

結 事 業 年 年月 日まで 年月 日付

法 税標準とな
円

法 税標準となる
円

人‘ 人 税 人 法人税，，，

県 分
総 数 人

県 分
総 数 人

民 割 民 割

税 基
富山県分 人

税 基
富山県分 人

準 準

法 所得金額
円 法 円

人
方税法第72 令額 法第72

の2第1項 寸加価値
人

の2第1項
事 1号に掲げ 総額

円
事 1号に掲げ

円

業 る事業 本金等
円 業

事業
円

の額総額 の額総額

税 也方税法第72 税 方税法第72

の2第1項 入金額
円 の2第1項［／ミ入額金額 円

2号に掲げ 令額 2号に掲げ

る事業 事業

円
所得金額

円
令額

方税法第72 ロ価値
円

方税法第72寸加価値
円

の2第1項 の2第1項 '，'•ヽ．L』コ

3号に掲げ
円

3号に掲げ亡、ナ乎寸

円
る事業 の額総額

る事業 -心-
円 円

・従業 月・従業

分

戸臣
分 •発電用

割
区 分

割
区 分

基 基 円.km) 容量囲・
準 準 •千円・

kW) kW) 

総 数 総 数
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富山県分

売上総数

うち鉄道事業分

軽減税率適用

円

円

有・無

五

富山県分

売上総数

うち鉄道事業分

軽減税率適用

申告年月日 申告年月日

円

円

有・無ぃ
国

税

額

控

除

仮

装

経

理

・

疇経理に基づく

所得金額

に基づく

1ぞれ

後の従

総数

円

円

国

税

額

控

除

仮

装

経

理

・

に基づく

に基づく

円

円

円 人
、J示

円
本県処理年月日及び

処理状況

税務署処理年月日及び

処理状況

固少申告加算金

加杯申告加算金

算

金

円 人

外
円 人

こ の 修

基

正 申 告 の ー 自主的修正申告

2 年月日

法人税の修正申告書提出

礎 |3 年月日

法人税の更正、決定、

再更正

外

0算金

年

年

円 人

月 日

月 日

徴収

徴収

不徴収

不徴反

徴収・不1郷反

対応所得総額（ 千円）

現
状
及
び
処
理
状
況

1

2

3

 

当該法人は、所在しない。

富山県には、寮のみ存在

富山県の事務所は、 年 月 日設置又は廃止された。

4

5

6

 

他都道府県へ本店移転 ［転出先所在地］

当該法人は、 年 月 日解散・除却

法人税未処理•本県近日処理予定

7
 

その他 参考事項

）内に事業税の基準を記入してください。
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「1 喜I証票返納 I 「

者
印 I年月日

第11号様式中 I I I を I I に改める。

JV＼へ＾砂VVVVVVV

証票返納年月日

へへ^ ＾^ へ^^ へ^ へへ／、/＼/V¥

ぐ ノ‘̂ Jヽ/ッヘ／vヘノ、イ

」

第15号様式の 2(3)中
「l~IJ;/J H | 
逗毎 Fn」を

--」

」
に改める。

「

第15号様式の 3(2)中 Iご竺門を三：に改める。
」

「

第15号様式の 8中

住所 （所在地） 受領印

を
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IJ 

r 

住所 （所在地）

」

に改める。

r
 

第15号様式の 9中

住所（所在地） 受領目

を
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J
 

ー

住所 （所在地）

に改める。

J
 L

— 

第15号様式の10中

住所 （所在地） 受領印

を
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」

r 

住 所 （ 所 在 地 ） 

に改める。

J
 

r
 

受 領 者

一月
（所在地）

印

（名称）

第29号様式中 を
Jヽ、へ•^‘‘^v/‘ノ‘／へJへ、／V
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＾ヽ v v 

,V  V V V V V ッツ、へJ¥／

J 

rー

乎又 領 者

任（所在地所） 氏（名称名） 

しドへ^Jヘvハへノへ̂/ヘvvへへ／ヘへへ介へJ/ヘvィへヽ／ヘVヘ’Vへヘ/'へv/へヅJ VヽヘヽJヘ¥/'/vJ"¥ゾ^＼ツへ、ィ：‘ 

に改める。

r
|
 

第34号様式の 2中

l 

交付を受けた者

住所（所在地） 氏名（名称）
受領者印

を
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l 

r 

交付を受けた者

住 所 氏 名

（所在地） （名称）

」

に改める。

第34号様式の 3中「（

を「（

ヽ`
＇／ 印」

‘.~ 
」に改める。

第34号様式の4、第34号様式の 7及び第34号様式の 9中「R」を削る。

附則

（施行期日）

1 この訓令は、令和 3年4月 1日から施行する。ただし、第11号様式、第15号様

式の 2(3)、第15号様式の 3(2)、第15号様式の 8から第15号様式の10まで、第29号

様式、第34号様式の 2から第34号様式の4まで、第34号様式の 7及び第34号様式

の9の改正規定は、公表の日から施行する。

（経過措置）
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2 この訓令による改正前の富山県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当

分の間、所要の調整をして使用することができる。

令和 3年 3月31日印刷発行

発行富

（税務課）

山県

富山県富山市新総曲輪 1番 7号

電話富山 076-444-3153番


